
④ 今後の開発指導について 
   
  武庫川流域において、県の許可権があるのは、篠山市のみであり、その他の市は、許可権は当

該市にある。 
 
  開発許可における排水施設についての技術基準は、都市計画法第３３条第１項第３号により規

定されている。 
「排水施設が、開発区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって開発区域及び

その周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設

計が定められていること。」 
また、都市計画法施行令第２６条第２号により、「開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、

利水の状況その他の状況を勘案して、開発区域内の下水を有効かつ適切に排出できるように、下

水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しくは海域に接続していること。

この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは、開発区域内にお

いて一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けることを妨げない。」とある。 
排水にあたっては、排水施設の管理者との協議の中で放流について行い、排水能力が弱い場合

は調整池等を設置することとなる。現在、開発区域が１ha 以上となる場合、「調整池指導要領及
び技術基準」の対象となり河川部局との協議をしており、協議を持って開発許可基準の審査とし

ているため、この基準を強化すれば、実質的には開発許可の基準を強化することとなる。 
しかし、都市計画法の開発許可の基準そのものを強化することは、法第３３条第３項により技

術基準の強化ができることとなっているが、都市計画法施行令第２９条の２により技術基準の制

限の強化にあげられているものに排水基準の強化がない。このため、開発許可基準の強化はでき

ない。 
  また、災害の発生を防ぐ目的として、開発により規制することは、法第３３条第１項第８号に

よる開発不適地によるしかない。災害の発生のある地域において、災害危険区域等により建築等

ができない区域として指定されるならば、開発許可できないこととなる。 
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② 景観法適用への取り組み 

景観法は、景観形成に非協力的な行為に対しては、厳格な規制力をもって景観形成を進め

る仕組みである一方、本県制度は、一定程度の緩やかなルールにより、県民の理解と協力を

得ながら進められてきたという特徴を有している。 

   したがって、景観重要建造物等、景観法で取組む制度についても、有効に活用できるもの

は、本県の実情に応じて強制力を排除して誘導とした上で、条例において取組むべきであり、

平成 16年 10 月に「景観の形成等に関する条例」を改正し、施行しているところである。  

なお、今後、本県における景観形成が条例の緩やかな誘導のもとで機能しているという実

績を踏まえ、景観法の強い規制力が本県の景観行政の実態に即しているか、改正条例の効果

はどうかを十分に把握した上で、景観法の活用についても検討することとしている。 

さらに、各市町独自の取り組みについては、当該市町と十分な協議の上、当該市町の姿勢

を尊重することとしている。 
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はじめに
兵庫県では、多様な地域に多彩な文化と豊かな暮らしを築く、 「美しい兵庫」づくりをめざして、県民の皆

さんと協力していろいろな施策を展開しています。

なかでも、良好な景観づくりは重要な柱のひとつであり、昭和60年 3月 に条lalを制定し積極的に取り組んで

います。

兵庫県は、北は日本海から南は瀬戸内海、太平洋までの広い地域を持ち、さまざまな自然と風土を背景に、

個性豊かな地域環境や文化を育んできました。

私たちのまちは、今住んでいる人たちだけのものではなく、将来に弓|き継いでいかなくて|よならない大切な

財産です。現に存在している優れた景観を保全し、魅力ある景観を新しく倉」造していくことが、これからのま

ちづくりに求められています。

美しいまちなみ、調和のとれた景観は一
朝

―夕にできあがるものではなく、また単に行政だけで解決できる

ものでもありません。県民の皆さんと行政が互いに協力し合い、長期的に取り組むことで初めて効果があがる

ものです。
この冊子は、 「景観の形成等に関する条lpl」のあらましを説明したものです。あすの景観づくりのため、ご

理解を深めていただければ幸いです。

次のいずれかに該当する優れた景観を倉」造または保全する必要
がある区域を指定し、地区の目指すべき景観に応じた景観形成基

準を定めます。地区内では、建築物等の新築 増 改築、広告物等
の表示、屋タト自動販売機の設置などの行為について届出していた

だき、地区の景観の形成をはかります。

i 歴 史的景観形成地区 :伝統的な建造物又は集落が周辺の環

境と一体をなしている区域
_2 住宅街等景観形成地区 :良好な環境を有する住宅街等の区

域又は新都市の建設、都市の再開発等により新たに住宅
街等が整備される区域

3 ま ちなか景観形成地区 i駅前、官公庁施設の周辺等で、そ
の地域の中心としての役害」を果たしている市街地の区域

4‐ 沿 道景観形成地区 :国道、県道等の沿道の区域

次のいずれかに該当する広がりのある優れた景観を倉」造または

保全する必要がある地域を指定し、地域の目指すべき風景に応じ

た風景形成基準を定めます。地域内では、大規模建築物等の新築

増改築などの行為について届出していただき、地域の風景の形成

をはかります。

1 良 好な自然の風景を有する地域

2 良 好な日園風景を有する地域
3 歴 史的または文化的な風景を有する地域

優れた自然を有する地域や天文台が存する地域などで美

しい星空を地域の財産として地元市町と地域住民が一体と

なってその保全に取り組んでいる地域で、美しい星空が見

える環境を倉」造または保全する必要がある地域を指定し、

照明器具の設置または使用に関する基準 (星空景観形成照

明基準)を 定めます。地域内では、照明器臭を設置し、使

用する方に、星空景観形成照明基準を|1東守していただくと

ともに、多数の照明器具を使用する施設 (特定施設)の 新設、

改修などの行為について届出していただき、美しい星空の

景観の形成をはかります。

観形成地区

風景形成地均
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・ ・ ・ ・ ・ 目的とあらまし

この条例は、兵庫県が持つ恵まれた自然や歴史と調和した美しいまちなみや風景を倉」造または保全し、魅力

ある景観の形成をはかることをねらいとしています。

地区ごとの特性を生かした景観形成をはかる。

身のまわりの環境向上と結びついた景観形成をはかる。

まちづくりや景観形成に関する県民意識の向上をはかる。

条例は、□景観形成地区 □ 風景形成地域 □ 星空景観形成地域 回 景観形成重要建造物等 □ 大規模建築

物等 団 参画と協働による景観の形成等 □ 公共施設景観指針などについて、10章56条で構成されています。

指定の対象

地域の景観の形成に重要な役書」を果たしている建造物または樹

木 (樹木の集団)

指定の手続

所有者の同意、市町長の意見等の手続を経て、知事が定めます。

維持管理義務

景観形成重要建造物等の所有者は、その優れた景観が損なわれ

ないよう適切な維持管理に努めなければなりません。

届出の対象行為

① 景 観形成重要建造物の改築、増築、修繕、模様替え、色彩

または意匠の変更、除却

② 景 観形成重要樹木の移植、伐採
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景観形成の目標

■

　

■

適用区域
県内全域。ただし、景観形成地区(〉合道景観形成地区を除く。)、風景形成地域、地区計画の区域等は除

きます。
大規模建築物等景観基準の項目

① 大 規模建築物等の敷地内における位置、規模、意匠、材料または色彩

② そ の他知事が必要と認める事項
事前協議
一定の規模以上の大規模建築物等については、届出の前に協議が必要です。

届出の対象行為
① 大 規模建築物等の新築、改築、増築または移転

② 大 規模建築物等の大規模な修繕または大規模な模様替え

③ 大 規模建築物等の外観の過半にわたる色彩または意匠の変更

成等
景観形成等住民協定

地域住民が、地域の景観形成に必要な項目について、県内全域で締結できます。一定の要件を備えて

いる協定については、申請があれば、知事が認定し、技術的支援等を行います。

景観形成等協議会

景観形成等住民協定を結んだ地域住民が協議会を結成し、区域内の景観の形成等に関する活動を進め

ます。適切かつ効果的に行われている活動については、技術的支援等を行うとともに、知事は、協定内

容を景観形成基準に反映 (協定区域が景観形成地区の場合)さ せるようにします。

景観形成等推進員

県、市B」等の景観施策への協力、県民などによる景観の形成等に関する活動支援

を行う人を、景観に関する知識または技術を有する人の中から申請に応じ登録します。

事業者と知事との協定

地域の景観に及ぼす影響が大きい事業活動を行う事業者と知事が、景観の形成等

に関する協定を締結し、地域景観の保全をはかります。

公共施設の整備および管理における景観の形成等に関する指針を策定し、地域景観の倉」出をはかります。
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■
■
買

景観形成地区は、そこに住み、働く人たちの生活や、歴史と伝統のなかで育まれた特性 ・個性に応じ、その

魅力を生かして伸ばしていくために県が地区を指定するもので、皆さんと一緒に地域の顔づくりを進めていき

ます。

■ 地 区指定の進め方

歴史的景観形成地区 住宅衝等景観形成地区
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伝統的なまちなみが残っていたり、

歴史的な建造物が周辺の環境と一体と

なっている地区で、主に優れた景観を

保全していく地区

まちなか景観形蔵地区

駅前などの中心市街地で、これから

優れた景観を倉」造していく地区で、届

出対象を一部に限定し、緩やかな暴観

形成基準からスター トする地区住民の

景観まちづくり活動を支援する地区

新しく計画的な住宅地等が開発され

る地区、良好な住宅市街地が形成され

ている地区などで、優れた景観を創造

または保全していく地区

沿道景観形成地区

主要幹線道路沿いで、屋外広告物の

乱立などによる自然景観との不調和が

見られる、あるいは今後予想される地

区で、主に広告物等の景観誘導をはか

る地区

■ 地 区の景観形成基準と届出の対象行為 ●景観形成基準の項目
①建築物 工 作物の敷地内における位置、規模、意匠、材料ま
たは色彩

②広告物等の位置、意匠、材料、色彩、形状、面積その他表示
または設置の方法

③屋外に設置する自動販売機の位置、意匠、色彩その他設置の

方法

●届出の対象行為の項目
③ 建 築物等の新築、改築、増築又は移転

⑥ 建 築物等の大規模な修繕または大規模な模様替え

⑥ 建 築物等の外観の過半にわたる色彩または意匠の変更

① 広 告物等の表示または設置

◎ 屋外における自動販売機の設置

※1 ま ちなか景観形成地区内で届出対象とする建築物等は、建築物で高さが12m超 または建築面積が800「f超のもの、工作物で高さが

12m超 (当該工作物が、建築物等と一体となって設置される場合にあっては、その高さが8m超 、かつ、当該建築物等の高さとの合計

が12m超 )ま たはその敷地の用に供する土地の面積が800「f超のものに限定しています。

※2 沿 道景観形成地区内では、建築物等の新築等について届出対象としていませんが、大規模建築物等の新築等は届出が必要です。

事前協機
一定規模以上の大規模建築物等については、届出の前に協議が必要です。

■
■
買

■

■ 地 区の種類と特徴 ・・。景観形成地区は優れた景観のモデル地区

住宅街等景観形成地区

⑥、⑤、◎(※1)

①、◎(※2)沿道景観形成地区
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風 呂けレ成 測野或
・ ・ ・ ・ ・ 地域指定方式による<地 域の風景>づ くり

風景形成地域は、地域の特14 個1ととなっている優れた自然景観や、歴史的、文化的に重要で広がりのある景観

を保全し、のばしていくために県が地域を指定するもので、眺望景観などを主眼において、皆さんと一緒に地域の

風景づくりを進めていきます。

■ 地 域指定の進め方は、景観形成地区指定の進め方と同じです。

■ 風 景形成基準の項目と届出の対象行為

風景形成基準の項目 届出の対象行為

1 風 景の特性

2 大 規模建築物等の敷地内における位置、規模、意匠、

材料または色彩

3 そ の他風景の形成を図るために必要な事I東

1 大 規模建築物等の新築、改築、増築または移転

2 大 規模建築物等の大規模な修繕または大規模な模様

替え

3 大 規模建築物等のタト観の過半にわたる色彩または意

匠の変更

■ 事 前協議
一定規模以上の大規模建築物等については、届出の前に協議が必要です。

塁空揮斑現舟舛戎側叫或・ ・ ・ ・ ・地域指定方式による<豊かな自然と共にある地域>づくり

星空景観形成地域は、優れた自然を背景とした美しい星空を地域の財産として、

える環境 (まち)づ くりを行政も参画して進めるために県が地域を指定するもので

豊かな自然と共にある地域づくりを進めていきます③

■ 地 域指定の進め方は、景観形成地区指定の進め方と同じです。

地域住民による美しい星空が見

、美しい星空景観を背景とした

星空景観の形成を阻書する行為の禁止

サーチライ トやレーザー光線などを上空

に向けて照射する行為など星空景観の形成

を阻害する行為を禁止します。

星空景観形成照明基準の順守
照明器具からの明かりが上空に漏れないよ

うにするための基準で、照明器具の設置や

使用の方法を定めます。

米 特 定施設

次の施設でその用に

供 する土 地の面積 が

1000荷 を超えるもの

1観 覧場又は集会場

2病 院 診 療所 ホ

テル 旅 館 、共同住

宅又は児章福祉施設

等

3学 校  体 育銘 、ポ
ー リング場 ス キー

場 ス ケー ト場 水

泳場又はスホーツの

練習場
4展 示場 遊 技場 、

公衆浴場 飲 食店又

は物品販売業を営む

店舗

5事 務所又は工場

6屋 タトの作業場 資

材置き場 馬:車場

公園又は広場

改善命令等
知事は、照明器具の設置や使用の方法が、星空景観形成照明基準に適合しない場合には、照

明器具を設置または使用している方に、その方法につしヽての改善やその使用の停止を命じるこ

とができます。

特定施設の新設等の届出

商業施設など多数の照明器具を使用する一定の施設 (特定施設)の 新設、改修または増設に

ついては、照明器具の使用の方法などの内容を、事前に、県に届け出る必要があります。

星空景観形成地域内では

景観形成重要建造物等 ・・・・・地域の景観核づくり

景観形成重要建造物等は、地域の景観にとって重要な建造物や樹木

て、地域住民の方に景観形成について関心を持っていただ<と ともに、

を広げていきます。

(樹木の集団)の 維持、保全をきっかけとし

地域景観の倉」造または保全の考え方や方法

指定■

審
議
会
の
答
申
に

基
づ
き
指
定
し
、

告
示
す
る
と
と
も

に
所
有
者
に
通
知

し
ま
す
。

一※
指
定
後
の
改
変
に

一

一つ
い
て
は
、

届
出
が

一

一必
要
と
な
り
ま
す
。
　

一

所
有
者
の
同
意

冥

の
作

成

に

つ
い

て

は

、
所

有

者

、

地

元
市

町
と

協

議

し
ま
す
。

兵
庫
県
景
観
形
成

審
議
会
の
審
議

指
定
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、

所
有
者

の
同
意
を
得
ま
す
。

の進め方

所
有
者
、

地
元
市

町
と
協
議
し
、

現

況
調
査
を
行
い
ま
す
。

指
定

《告
示
》

（保
存
計
画
決
定
）

所
有
者

へ
通
知
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築物等の届出 ・ 県内全域で景観との調和をはかる

大規模な建築物などのあり方は、その周辺の景観に大きな影響を与えます.こ れからの建築計画は、個14を大切にしていく

なかにも周辺のまちなみや自然との調和に一層配慮する姿勢が求められます.

兵庫県では大規模建築物等景観基準を定めていますので、これを基本として周辺景観との調禾□に努めてください。

■ 大 規模建築物等景観基準 (項目別基準)

次表のとおりとする た だし、知事が、景観形成審議会の意見を聴いた上、特に地域の景観との調禾□を図るため、この

基準を適用することが適当でないと認める建築物等については、これによらないことができる。

コ‖lR:8 ‐
工装農業奪牛簿・流通系の建築物 工作竹

位置 ・規模

人々に規 しまれている!11 海 谷 筋などを眺める机線 を

述 らないよう努める。

分棟 したり、雁作f配置とするなど、周辺景観との討和を

配慮 した位置 規 模とする!

軟地境界線からのセ ットパ ックなど近隣に1丁迫感 を,え
ないよう努めるぃ

建物の高 さや唯面i位置のそろっているRlでは、連続性の

維持に配慮する

′!古せに同 じ 人 に々親しまれている!11 海
谷筋などを眺める脱線を述ら
ないよう%める
'HltHの景観に連和1感をけえな
い1立置 規 模とするよう劣め
る

意

　

匠

壁面

分節 したり、雁行形 とするなど、川辺 と胡和 した意匠と

するよう努める.

側面 背 山iの意Fiにも祀慮する(

街路景観のそろっている所では、意lrrの連続推に配慮する!

ブti亡 用囲にしえる突出感、連和I忠
を, 減ヽするような意匠とする

壁面設備

結水や、ダクト挙は、外性由1に露山させないよう設置する 結 卜11 ダ ク 1中 は 外 性山iに鉢|||させないようli史

ドlする や むをllす外H!に財出する場 合は 世`山iと

卜J色の十Liげ を施すやのlril‖を離する

屋根 ・ロ ト
勾配拝根としたり 塔 厚を建築物の意にと 体 的に考え
るなど す っきりした庄 Lとするよう%める!

アliじに卜1じ

屋上設備

性面を立ち 11げるか 文 はルーバー年により適
Hiな

浸い

措置を語ずる

中山iを'ち にけるか て はルーハ ー件によr)適H lな

t t lい| l i  μをi常する 捜 い|キ|‖がで きない場 合は 逝
1)から'とえにくいlf t r tにl i t i■する

低層部

支大で無窓などい嗣な唯面を作らないよう%め る。

商業 業 務地|てでは、歩行 者に配慮 し、販わいなどを演

出 した意 rrとするよう%め る

it人ごJ【ななど中t hHな4性由iを11:らないよう%め る

駐車場部
通りからri動車が蛇えにくい構造とし、周辺と嗣和した
人!I意にや外域十l liげとするなど、殿観に配慮する

′liビに同じ ′[:!iビに|「FIじ

屋外階段 形態、1オ料、色彩によって建築物 との斜和を田る IH,1にしえる矢出感、連ru感
を, 減ヽするような意IFrとする

ベランダ等
建築物 との討和を図 り 洗 i擢物符が通 りから直核 兄え!

くい常造 意 ,ことなるよう%め る
|夕せ |オヽ 十 色 千夕に其 )て埜来物との1対和を図る

その他
街す1など多くの純線 を柴める場所に建つ場合には、建築

物の意1■に特に配慮する.

卜|し ′1 , r i亡に, 1じ

材料

イIt地 、紫語 文はその周辺で、金属やガラスなどの た沢

‖|のある素材を大きなmi積で月1いる場合には、ltFl辺景観

との調和に配はする

特徴的な地場材料がある場合は、地場1オ料やそれに類 し

た紫材を活|けするなど 地 域相:に配慮する

維年変化により,こ‖ しくならない|オヽ十を選択するよう配

慮する

卜Jし ′1 : ;どに卜Jじ

色
　
　
彩

外堅

llt調となる色は け ばけば しくならないよう努める そ
の範lllは、マンセル色票系において祝ね次のとおりとする

(1)R(小 )、 ヽ
′
R(悔 )系 のこれ1を使川する場合は

干夕度 6以 下

挙を押号棚戦螺解!をみキ旨艦部な
どでは、色彩の演出に 11大す る ま た 超 高層 ビルの中

高将部はll R彩度とするよう%め る

riじに十Jし ノ〔liどに同 じ た だ し、1た空法
その他の法令により色彩につい

て:打:口「帯を受けて設置する II作

物並びに広li塔 広 ri版及び遊

1芝施 li隻については、適用 しな

屋根
准崩 となるこは、けばけば しくならないよう劣める そ

の範,Hは外性色に中ずるものとする

そ
の
他

植栽

敦地内には 低  中 高 木を適切に配置するなど、うる
おいのあるhi機に%め る

′1 1 iどに卜Jし たたし | !場立地法そブ)他の法行に
! ) ヽヽ化のり1【、|が設けられているⅢ紫所いに係わて
」) |■) t 〔ヽは,山用しない

1河辺のi“社に%め る た だし、
【i 場立地法その他の法令によ
り報 1 ヒの 基 l l : が設 け られてい

る■葉所争に係わ るもの につ

いては 適 用 しない

駐車場 lll置 植 社、■ll ド1の意,こなどに配慮する ■古ビに,1し ′【tiどに同じ

接道部
半耐で,1銀的な解 144■を避けるなど、道路との関係に
内ぜはする

住民の参画と協働による景観 住民の皆さん自らの景観形成

景観や風景の形成は、住民自らが主人公と

な って進めることが基本です ま た、建築物

や広告物以タトの水路 、日火日、山林なども重要

な景観形成の要素となります―これらの景観

形成についての住民の方々の合意形成を基本

とした 「景観形成等住民協定」により地域の

総合的な景観形成を進めていくことができます――

兵庫県では 、一定の要件を億えた協定を認

定するほか、協定の改定や協定に基づく活動

を行う組織として、協定を綿格した住民の方々

からなる 「景観形成等協議会Jを 待」度化する

など住民の皆さん自らの景観まちつくり活動

を支援します さ らに、 「景観形成等推進員」

を登録し、景観まちづくり活昏わを直接的にサ

ホー トしていただきます

章 iた

景観形成等住民協定

|卜とくσ)方 に々よる
,キlFtルールづくり

予 観 形 l tキ住 民 活 肇1   評

す位J式げ)1lllllれ(| イ|卜ろ機1ど     離 韓

t ) 林1 ) | か| 〕

景観形成地区指定等

獄観形成地区の指定
景観形成基準の変更

景観形成等協議会

住民協定の死述じ
住民協定に基づく活動

が
:1=■  Itiす =

■ 「キ  !

!  ギ 苺 |

i  吉 本‖ t抑
弾
一
「

1 付

| |

景観形成等推進員
保観サポーター)

「IⅢ米脅と知11tとの協定
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■

　

■

　

■

■

■  建 築確認申請が必要なものはその前に届出、

必要です。

協議においては、景観影響予測 (景観シミュレーション)ま たは景観影響評価 (景観アセスメン ト)を

求めます。

景観影響評価に係る事I頁および景観影響予測に係る事I頁のうち知事が特に必要と認めたものについては、

景観形成審議会の景観影響評llb部会に諮ります。

協議の申請または届出の提出窓□は、当該行為地の市町です。

建築物等の事前協議および届出手続

子 続

碗   譲 景観影響評価

届

出

>

>

>

>

>

>

※
指
導
に
従
わ
な
い
場
合
は
勧
告
　
公
表

基
準
に
不
適
合
の
場
合
は
、

指
導
助
言

>

>

>

>

>

>

届

出

の

受

理

>

>

>

>

>

>

建

築

確

認

申

請

景観影響評価
を求めます

>1撃rに
諮りま

|>
協  議

>[露
尋昌己∃

>

景観影響予〉R」
を求めます

そ
の
他
の
地
域

都
心
部

①高さ60m超 かつ延

べ面積30,000Ff超

②高さ60m超 または

延ぺ面積30,000甫超

re,
しまたは(ら以タトの大
規模建築物等  ※

そ
の
他

0高 さ31m超 かつ延

べ面積151000甫超

(ら高さ31m超または

延べ面積15,000汗超

3

1ま た は 2以 タトの 大

規模建築物等  米

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

知事が特に必要と認めたもの .
●  高 さ、十協i積ともに景納影響 ヤ淑1を

求める規|☆に該
Hlするもの

o た だし、次に該
Hlする場合は除 く

ア 別 途力t観に1対する!ilげ打件が策定

されてヽヽてそれにす1【づいて行わ

れるもの

イ !i役[ilコンヘになづく等、力t観に

配h主されてt るヽもの

ウ 立 地場所、建物用途件から片t例

に及ぼす影響が少ないもの

月 日 言 吾 0 ) 言
党 1 月

一 ― ― 一 一 ― ― ― 一 一 一 ― ― ― ― ― 一 一 ― ― ― ― ― 一 ― ― ― ― 一 一 ― ― ― ― ― ― 一 ― ― ― ―

|

●大規模建築物神
・/711築物で、高さが15m超 または/711築1衛積が1,000ポ超のもの

11作物で、高さが15m超 (Hl i夕に作物が、建築物特と 体 となって設置される

場合は、その高 さが10m超 、かつ、
W4古夕埜架物年の高さとの合,|卜が15m超 )ま

たはその軟地の用に供する山i積が1,00011超のもの

● 定 規模以 卜の大規模
/7r築物特

高さ60m超 もしくは31m′ヒまたは//Tべ前F様30,000百超もしくは15,000111超の規模

の大規模埜築物特

●打tフじヽ用!
・商業系|ll遊地jrkで

′
イド積卒400%以 liの地域

●指ケと地域
・都市計‖町法の第 l fr・第 2和れllRIギイト111中川地域、第 1梅  第 2梅 中高層イエ序1専

用地域、第 1卜梅 第 2柿 イi:オ1地域

一定規模以上の大規模建築物等については届出の前に協議が

建築場所 建築物等の規模

景
観
形
成
地
区
ま
た
は
風
景
形
成
地
域

都
心
部

①高さ60m超 かつ延

ぺ面積30,000ぽ超

②高さ60m超 また|よ

延べ面積30,000ぽ超

0
0ま たは0以 外の大
規模建築物等  ※

そ
の
他

①高さ31m超 かつ延

ぺ面積15,000甫超

②高さ31m超または

延ぺ面積15,000甫超

3
1ま たは 2‐以タトの大

規模建築物等  ※

兵庫県では 、民間の方々の自主的な景観の形成を支援するため 、 (財)兵 庫県まちづくり技術センターによ

り、景観形成地区内等の景観形成基準等に適合する一定の建築行為等に対して 、一定の助成率 、限度額の範囲

で助成を実施しています。ご利用ください。 16 / 26



   景観の形成等に関する条例 
                         昭和60年３月27日条例第17号

 
 都市景観の形成等に関する条例をここに公布する。 
   景観の形成等に関する条例 
     題名改正〔平成５年条例第16号〕 
目次 
 第１章 総則（第１条―第７条） 
 第２章 景観形成地区（第８条―第14条） 
 第３章 風景形成地域（第15条―第21条） 
 第３章の２ 星空景観形成地域（第21条の２―第21条の９） 
 第３章の３ 景観形成重要建造物等（第21条の10―第21条の13） 
 第４章 大規模建築物等（第22条―第27条） 
 第５章 住民の参画と協働による景観の形成等（第28条―第29条の５） 
 第５章の２ 公共施設景観指針（第29条の６） 
 第６章 雑則（第30条―第32条） 
 第７章 罰則（第33条―第36条） 
 附則 
   第１章 総則 
 （目的） 
第１条 この条例は、優れた景観を創造し、又は保全するとともに、大規模建築物等と地 
 域の景観との調和を図るため、景観に影響を及ぼす行為の届出等に関して必要な事項を 
 定め、もつて魅力あるまちづくりと文化的な県民生活の確保に寄与することを目的とす 
 る。 
     一部改正〔平成５年条例16号・16年53号〕 
 （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める 
 ところによる。 
 (１) 景観の形成 優れた景観の創造又は保全をいう。 
 (２) 風景の形成 景観の形成のうち、広がりのある優れた景観の創造又は保全をいう。 
 (３) 星空景観の形成 景観の形成のうち、美しい星空の景観の創造又は保全をいう 
 (４) 建築物等 建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号に規定す 
  るものをいう。以下同じ。）及び工作物（同法第88条第１項に規定するものをいう。 
  以下同じ。）をいう。ただし、第21条の10第１項の規定により指定された景観形成重 
  要建造物であるものを除く。 
 (５) 大規模建築物等 次に掲げる建築物等をいう。 
  ア 建築物で、高さが15メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超え 
   るもの 
  イ 工作物で、高さが15メートル（当該工作物が、建築物等と一体となつて設置され 
   る場合にあつては、その高さが10メートルを超え、かつ、当該建築物等の高さとの 
   合計が15メートル）を超え、又はその敷地の用に供する土地の面積が1,000平方メ 
   ートルを超えるもの 
     一部改正〔平成５年条例16号・16年53号〕 
 （県の責務） 
第３条 県は、景観の形成等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施 
 するとともに、市町が実施する景観の形成等に関する施策及び県民又は事業者が行う自 
 主的な景観の形成等に関する活動を支援し、かつ、その総合調整を図るものとする。 
２ 県は、公共の用に供する施設の景観に及ぼす影響が大きいことを認識し、自ら率先し 
 て景観の形成等を図るものとする。 
     追加〔平成５年条例16号〕、一部改正〔平成16年条例53号〕 
 （市町の責務） 
第４条 市町は、当該地域の景観の形成等に関する施策を策定し、及びこれを実施すると 
 ともに、県が実施する景観の形成等に関する施策に協力するものとする。 
     追加〔平成５年条例16号〕 
 （県民の責務） 
第５条 県民は、建築物等の新築その他の自己の行為が地域の景観に深いかかわりを持つ 
 ことを認識し、自ら進んで景観の形成等に努めるとともに、県及び市町が実施する景観 
 の形成等に関する施策に協力しなければならない。 
     追加〔平成５年条例16号〕、一部改正〔平成16年条例53号〕 
 （事業者の責務） 
第６条 事業者は、その事業活動の景観に及ぼす影響を考慮し、その責任において景観の 
 形成等を図るために必要な措置を講ずるとともに、県及び市町が実施する景観の形成等 
 のための施策に協力しなければならない。 
     追加〔平成５年条例16号〕、一部改正〔平成16年条例53号〕 
 （景観形成等基本方針） 

改正  平成元年４月１日条例第22号  平成５年３月29日第16号  

   平成16年10月８日条例第53号     
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第７条 県は、景観の形成及び大規模建築物等と地域の景観との調和を図るため、景観形 
 成等基本方針を定めるものとする。 
２ 知事は、前項の景観形成等基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、附属機関 
 設置条例（昭和36年兵庫県条例第20号）第１条第１項に規定する景観形成審議会（以下 
 「審議会」という。）の意見を聴くものとする。 
     一部改正〔平成５年16号〕 
   第２章 景観形成地区 
     一部改正〔平成５年条例16号〕 
 （指定） 
第８条 知事は、次の各号のいずれかに該当する区域のうち、景観の形成を図る必要があ 
 る区域を、それぞれ当該各号に定める景観形成地区として指定することができる。 
 (１) 伝統的な建造物又は集落が周辺の環境と一体をなしている区域 歴史的景観形成 
  地区 
 (２) 良好な環境を有する住宅街等の区域又は新都市の建設、都市の再開発等により新 
  たに住宅街等が整備される区域 住宅街等景観形成地区 
 (３) 駅前、官公庁施設の周辺等で、その地域の中心としての役割を果たしている市街 
  地の区域 まちなか景観形成地区 
 (４) 国道、県道等の沿道の区域 沿道景観形成地区 
２ 市町長は、前項各号のいずれかに該当する区域のうち、景観の形成を図る必要がある 
 と認める区域については、景観形成地区の指定を要請することができる。 
３ 知事は、前項の規定により要請のあつた区域が、景観の形成を図る必要があると認め 
 るときは、当該区域を景観形成地区に指定するものとする。 
４ 知事は、景観形成地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町長の意見を 
 聴くとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該景観形成地区の指定 
 の案を、当該公告の日から２週間公衆の縦覧に供するものとする。ただし、指定をしよ 
 うとする区域が第２項に係るものであるときは、関係市町長の意見を聴くことを要しな 
 い。 
５ 前項の規定による公告があつたときは、当該景観形成地区の住民及び利害関係人は、 
 同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された景観形成地区の指定の案について、知 
 事に意見書を提出することができる。 
６ 知事は、景観形成地区を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴く 
 ものとする。 
７ 知事は、前項の規定により、景観形成地区の指定の案について、審議会の意見を聴こ 
 うとするときは、第５項の規定により提出された意見書の要旨を、審議会に提出するも 
 のとする。 
８ 知事は、景観形成地区を指定したときは、その旨を告示するとともに、関係図書を公 
 衆の縦覧に供するものとする。 
９ 第２項及び第４項から前項までの規定は、景観形成地区の変更について準用する。 
     一部改正〔平成元年条例22号・５年16号・16年53号〕 
 （景観形成基準） 
第９条 知事は、景観形成地区を指定しようとするときは、当該景観形成地区について、 
 景観形成基準を定めるものとする。 
２ 前項の景観形成基準には、次に掲げる事項のうち、当該景観形成地区における景観の 
 形成を図るために知事が必要と認める事項を定めるものとする。 
 (１) 建築物等の敷地内における位置、規模、意匠、材料又は色彩 
 (２) 広告物等（屋外広告物条例（平成４年兵庫県条例第22号）第１条に規定する広告 
  物等をいう。以下同じ。）の位置、意匠、材料、色彩、形状、面積その他表示又は設 
  置の方法 
 (３) 屋外に設置する自動販売機の位置、意匠、色彩その他設置の方法 
 (４) その他景観の形成を図るために必要な事項 
３ 前条第４項から第８項までの規定は、第１項の景観形成基準の決定及び変更について 
 準用する。 
     一部改正〔平成５年条例16号・16年53号〕 
 （行為の届出） 
第10条 歴史的景観形成地区又は住宅街等景観形成地区内において、次に掲げる行為をし 
 ようとする者は、規則で定めるところにより、その内容を知事に届け出なければならな 
 い。 
 (１) 建築物等の新築、改築、増築又は移転（建築基準法第６条第１項に規定する確認 
  を必要とする行為その他規則で定める行為に限る。次号において同じ。） 
 (２) 建築物等の大規模な修繕又は大規模な模様替え 
 (３) 建築物等の外観の過半にわたる色彩又は意匠の変更（前２号に該当する行為を除 
  く。） 
 (４) 屋外における自動販売機の設置 
２ まちなか景観形成地区内において、次に掲げる建築物等に係る前項第１号から第３号 
 までに掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、その内容を知事に 
 届け出なければならない。 
 (１) 建築物で、高さが12メートルを超え、又は建築面積が800平方メートルを超える 
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  もの 
 (２) 工作物で、高さが12メートル（当該工作物が、建築物等と一体となつて設置され 
  る場合にあつては、その高さが８メートルを超え、かつ、当該建築物等の高さとの合 
  計が12メートル）を超え、又はその敷地の用に供する土地の面積が800平方メートル 
  を超えるもの 
３ 沿道景観形成地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めると 
 ころにより、その内容を知事に届け出なければならない。 
 (１) 広告物等の表示又は設置（法令の規定によりする行為その他規則で定める行為を 
  除く。） 
 (２) 屋外における自動販売機の設置 
     一部改正〔平成元年条例22号・５年16号・16年53号〕 
 （景観に及ぼす影響に関する協議） 
第11条 景観形成地区（沿道景観形成地区を除く。）内において、規則で定める景観に及 
 ぼす影響の大きい大規模建築物等に係る前条第１項第１号から第３号までに掲げる行為 
 をしようとする者は、同項又は同条第２項の規定による届出又は第14条第１項の規定に 
 よる通知の前に、当該行為が景観に及ぼす影響に関して知事に協議しなければならない。 
２ 知事は、前項の規定による協議があつた場合において、必要があると認めるときは、 
 当該協議をした者に対し、当該行為が景観に及ぼす影響に関する調査、予測又は評価を 
 行うことを求めることができる。 
     追加〔平成５年条例16号〕、一部改正〔平成16年条例53号〕 
 （指導又は助言） 
第12条 知事は、第10条各項の規定による届出があつた場合において、届出に係る行為が 
 景観形成基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な指導又は 
 助言をすることができる。 
     一部改正〔平成５年条例16号・16年53号〕 
 （勧告及び公表） 
第12条の２ 知事は、前条の届出に係る行為が大規模建築物等に係る行為である場合にお 
 いて、当該届出をした者が正当な理由なく同条の指導に従わないときは、当該者に対し、 
 当該行為の内容を景観形成基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを勧告す 
 ることができる。 
２ 知事は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を 
 聴くものとする。 
３ 知事は、第１項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を 
 公表することができる。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （建築物等その他の物件又は空地に係る要請） 
第13条 知事は、景観形成地区内において、建築物等、広告物等又は自動販売機（以下「 
 建築物等その他の物件」という。）が景観形成基準に著しく適合しないと認めるとき、 
 又は空地の利用若しくは管理が景観の形成を阻害していると認めるときは、当該建築物 
 等その他の物件又は空地の所有者、管理者又は占有者（以下「所有者等」という。）に 
 対し、必要な要請をすることができる。 
２ 知事は、前項の規定により要請をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を 
 聴くものとする。 
     一部改正〔平成５年条例16号・16年53号〕 
 （国等に関する特例） 
第14条 景観形成地区内において、国の機関又は地方公共団体その他規則で定める法人（ 
 以下「国等」という。）が行う第10条各項に規定する行為については、これらの規定に 
 よる届出を要しない。この場合において、当該国等は、その行為をしようとするときは、 
 あらかじめ、知事にその内容を通知しなければならない。 
２ 知事は、前項の規定による通知があつた場合において、通知に係る行為が景観形成基 
 準に適合しないと認めるときは、当該通知をした国等に対し、必要な要請をすることが 
 できる。 
     一部改正〔平成５年条例16号・16年53号〕 
   第３章 風景形成地域 
     追加〔平成５年条例16号〕 
 （指定） 
第15条 知事は、次の各号のいずれかに該当する地域のうち、風景の形成を図る必要があ 
 る地域を、風景形成地域として指定することができる。 
 (１) 良好な自然の風景を有する地域 
 (２) 良好な田園風景を有する地域 
 (３) 歴史的又は文化的な風景を有する地域 
２ 市町長は、風景の形成を図る必要があると認める地域については、風景形成地域の指 
 定を要請することができる。 
３ 知事は、前項の規定により要請のあつた地域が、風景の形成を図る必要があると認め 
 るときは、当該地域が第１項各号の地域に該当しない場合においても、風景形成地域に 
 指定することができる。 
４ 第８条第４項から第８項までの規定は、第１項又は前項の規定による指定について、 
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 第２項及び第８条第４項から第８項までの規定は、風景形成地域の変更について準用す 
 る。 
     追加〔平成５年条例16号〕 
 （風景形成基準） 
第16条 知事は、風景形成地域を指定しようとするときは、当該風景形成地域について、 
 風景形成基準を定めるものとする。 
２ 前項の風景形成基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。 
 (１) 風景の特性 
 (２) 大規模建築物等の敷地内における位置、規模、意匠、材料又は色彩 
 (３) その他風景の形成を図るために知事が必要と認める事項 
３ 第８条第４項から第８項までの規定は、第１項の風景形成基準の決定及び変更につい 
 て準用する。 
     追加〔平成５年条例16号〕 
 （行為の届出） 
第17条 風景形成地域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めると 
 ころにより、その内容を知事に届け出なければならない。 
 (１) 大規模建築物等の新築、改築、増築又は移転（建築基準法第６条第１項に規定す 
  る確認を必要とする行為に限る。次号において同じ。） 
 (２) 大規模建築物等の大規模な修繕又は大規模な模様替え 
 (３) 大規模建築物等の外観の過半にわたる色彩又は意匠の変更（前２号に該当する行 
  為を除く。） 
     追加〔平成５年条例16号〕、一部改正〔平成16年条例53号〕 
 （風景に及ぼす影響に関する協議） 
第18条 風景形成地域内において、規則で定める風景に及ぼす影響の大きい大規模建築物 
 等に係る前条各号に掲げる行為をしようとする者は、前条の規定による届出又は第21条 
 において準用する第14条第１項の規定による通知の前に、当該行為が風景に及ぼす影響 
 に関して知事に協議しなければならない。 
２ 知事は、前項の規定による協議があつた場合において、必要があると認めるときは、 
 当該協議をした者に対し、当該行為が風景に及ぼす影響に関する調査、予測又は評価を 
 行うことを求めることができる。 
     追加〔平成５年条例16号〕 
 （指導又は助言） 
第19条 知事は、第17条の規定による届出があつた場合において、届出に係る行為が風景 
 形成基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な指導又は助言 
 をすることができる。 
     追加〔平成５年条例16号〕 
 （勧告及び公表） 
第19条の２ 知事は、第17条の規定による届出をした者が正当な理由なく前条の指導に従 
 わないときは、当該者に対し、当該届出に係る行為の内容を風景形成基準に適合させる 
 ために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 
２ 知事は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を 
 聴くものとする。 
３ 知事は、第１項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を 
 公表することができる。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （大規模建築物等又は空地に係る要請） 
第20条 知事は、風景形成地域内において、大規模建築物等が風景形成基準に著しく適合 
 しないと認めるとき、又は空地の利用若しくは管理が風景の形成を阻害していると認め 
 るときは、当該大規模建築物等又は空地の所有者等に対し、必要な要請をすることがで 
 きる。 
２ 知事は、前項の規定により要請をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を 
 聴くものとする。 
     追加〔平成５年条例16号〕、一部改正〔平成16年条例53号〕 
 （国等に関する特例） 
第21条 第14条の規定は、風景形成地域内において、国等が行う第17条各号に掲げる行為 
 について準用する。 
     追加〔平成５年条例16号〕 
   第３章の２ 星空景観形成地域 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （指定） 
第21条の２ 知事は、星空景観の形成を図る必要がある地域を、星空景観形成地域として 
 指定することができる。 
２ 市町長は、星空景観の形成を図る必要があると認める地域については、星空景観形成 
 地域の指定を要請することができる。 
３ 知事は、前項の規定により要請のあつた地域が、星空景観の形成を図る必要があると 
 認めるときは、当該地域を星空景観形成地域に指定するものとする。 
４ 第８条第４項から第８項までの規定は第１項又は前項の規定による指定について、第 
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 ２項及び第８条第４項から第８項までの規定は星空景観形成地域の変更について準用す 
 る。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （星空景観の形成を阻害する行為の禁止） 
第21条の３ 何人も、星空景観形成地域内においては、サーチライトその他の照明器具を 
 星空景観の形成を著しく阻害するような方法で使用してはならない。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （星空景観形成照明基準） 
第21条の４ 知事は、星空景観形成地域内における星空景観の形成を図るために必要な照 
 明器具の設置及び使用に関する基準（以下「星空景観形成照明基準」という。）を定め 
 るものとする。 
２ 星空景観形成照明基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。 
 (１) 照明器具の設置の位置及び照射の向き 
 (２) その他星空景観の形成を図るために、照明器具の設置及び使用に際して特に配慮 
  すべき事項 
３ 第８条第４項から第８項までの規定は、星空景観形成照明基準の決定及び変更につい 
 て準用する。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （星空景観形成照明基準の遵守） 
第21条の５ 星空景観形成地域内において照明器具を設置し、又は使用する者は、星空景 
 観形成照明基準を遵守しなければならない。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （改善命令等） 
第21条の６ 知事は、星空景観形成地域内における照明器具の設置又は使用が星空景観形 
 成照明基準に適合しないと認めるときは、当該照明器具を設置し、又は使用している者 
 に対し、期限を定めて当該照明器具の設置若しくは使用の方法についての改善を命じ、 
 又は期間を定めて当該照明器具の使用の停止を命ずることができる。 
２ 知事は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を 
 聴くものとする。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （特定施設の新設等の届出） 
第21条の７ 星空景観形成地域内において、多数の照明器具を使用するものとして規則で 
 定める施設（以下「特定施設」という。）の新設、改修又は増設（以下「新設等」とい 
 う。）をしようとする者は、あらかじめ、当該特定施設における照明器具の使用の方法 
 その他の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （国等に関する特例） 
第21条の８ 第14条第１項の規定は、星空景観形成地域内において、国等が行う特定施設 
 の新設等について準用する。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （立入検査等） 
第21条の９ 知事は、第21条の５から前条までの規定の施行に必要な限度において、星空 
 景観形成地域内において照明器具を設置し、若しくは使用している者に対して報告を求 
 め、又は当該職員に、照明器具が設置され、若しくは使用されている場所その他の必要 
 と認める場所に立ち入り、当該照明器具その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質 
 問させることができる。 
２ 当該職員は、前項の規定により立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯 
 し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 
３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては 
 ならない。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
   第３章の３ 景観形成重要建造物等 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （指定） 
第21条の10 知事は、地域の景観の形成に重要な役割を果たしている建造物又は樹木若し 
 くは樹木の集団を、建造物にあつては景観形成重要建造物として、樹木又は樹木の集団 
 にあつては景観形成重要樹木として指定することができる。ただし、次に掲げるものに 
 ついては、この限りでない。 
 (１) 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第27条第１項の規定により指定された重 
  要文化財、同条第２項の規定により指定された国宝、同法第109条第１項の規定によ 
  り指定され、若しくは同法第110条第１項の規定により仮指定された史跡名勝天然記 
  念物又は同法第109条第２項の規定により指定された特別史跡名勝天然記念物 
 (２) 景観法（平成16年法律第110号）第19条第１項の規定により指定された景観重要 
  建造物又は同法第28条第１項の規定により指定された景観重要樹木 
 (３) 兵庫県文化財保護条例（昭和39年兵庫県条例第58号）第４条第１項の規定により 
  指定された兵庫県指定重要有形文化財又は同条例第31条第１項の規定により指定され 
  た兵庫県指定史跡名勝天然記念物 
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 (４) 環境の保全と創造に関する条例（平成７年兵庫県条例第28号）第112条第１項の 
  規定により指定された郷土記念物 
 (５) 文化財保護法第182条第２項の規定に基づく市町の条例の規定により指定された 
  文化財 
２ 知事は、前項の規定により景観形成重要建造物又は景観形成重要樹木（以下「景観形 
 成重要建造物等」という。）を指定しようとするときは、あらかじめ、当該景観形成重 
 要建造物等の所有者の同意を得るとともに、当該景観形成重要建造物等が存する市町の 
 市町長及び審議会の意見を聴くものとする。 
３ 知事は、第１項の規定により景観形成重要建造物等を指定したときは、規則で定める 
 事項を当該景観形成重要建造物等の所有者に通知するとともに、その旨を告示するもの 
 とする。 
４ 知事は、景観形成重要建造物等が第１項各号に掲げるものに該当するに至つたとき、 
 又は滅失、毀き損、枯死その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、同項の 
 規定による指定を解除するものとする。 
５ 知事は、公益上の理由その他特別な理由があると認めるときは、第１項の規定による 
 指定を解除することができる。 
６ 第２項の規定は前項の規定による景観形成重要建造物等の指定の解除について、第３ 
 項の規定は前２項の規定による景観形成重要建造物等の指定の解除について準用する。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （維持管理義務） 
第21条の11 景観形成重要建造物等の所有者等は、当該景観形成重要建造物等の優れた景 
 観が損なわれないよう適切な維持管理に努めなければならない。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （行為の届出） 
第21条の12 景観形成重要建造物等の所有者等は、次に掲げる行為をしようとするときは、 
 規則で定めるところにより、その内容を知事に届け出なければならない。ただし、通常 
 の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの及び非常災害のため必要な応 
 急措置としてする行為については、この限りでない。 
 (１) 景観形成重要建造物の改築、増築、移転、修繕、模様替え、色彩若しくは意匠の 
  変更又は除却 
 (２) 景観形成重要樹木の移植又は伐採 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （指導又は助言） 
第21条の13 知事は、景観形成重要建造物等の維持管理が適当でないため、その優れた景 
 観が損なわれるおそれがあると認めるときは、当該景観形成重要建造物等の所有者等に 
 対し、必要な指導又は助言をすることができる。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
   第４章 大規模建築物等 
     一部改正〔平成５年条例16号〕 
 （大規模建築物等景観基準） 
第22条 知事は、大規模建築物等と地域の景観との調和を図るため、景観形成地区（沿道 
 景観形成地区を除く。以下この章において同じ。）又は風景形成地域以外の地域におけ 
 る大規模建築物等について、大規模建築物等景観基準を定めるものとする。 
２ 前項の大規模建築物等景観基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。 
 (１) 大規模建築物等の敷地内における位置、規模、意匠、材料又は色彩 
 (２) その他知事が必要と認める事項 
３ 知事は、大規模建築物等景観基準を定めようとするときは、あらかじめ、審議会の意 
 見を聴くものとする。 
４ 知事は、大規模建築物等景観基準を定めたときは、その内容を告示するものとする。 
５ 前２項の規定は、大規模建築物等景観基準の変更について準用する。 
     一部改正〔平成５年条例16号・16年53号〕 
 （行為の届出） 
第23条 景観形成地区又は風景形成地域以外の地域内において、次に掲げる行為をしよう 
 とする者は、規則で定めるところにより、その内容を知事に届け出なければならない。 
 (１) 大規模建築物等の新築、改築、増築又は移転（建築基準法第６条第１項に規定す 
  る確認を必要とする行為に限る。次号において同じ。） 
 (２) 大規模建築物等の大規模な修繕又は大規模な模様替え 
 (３) 大規模建築物等の外観の過半にわたる色彩又は意匠の変更（前２号に該当する行 
  為を除く。） 
     一部改正〔平成５年条例16号・16年53号〕 
 （景観に及ぼす影響に関する協議） 
第24条 景観形成地区又は風景形成地域以外の地域内において、規則で定める景観に及ぼ 
 す影響の大きい大規模建築物等に係る前条各号に掲げる行為をしようとする者は、前条 
 の規定による届出又は第27条において準用する第14条第１項の規定による通知の前に、 
 当該行為が景観に及ぼす影響に関して知事に協議しなければならない。 
２ 知事は、前項の規定による協議があつた場合において、必要があると認めるときは、 
 当該協議をした者に対し、当該行為が景観に及ぼす影響に関する調査又は予測を行うこ 
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 とを求めることができる 
     追加〔平成５年条例16号〕 
 （指導又は助言） 
第25条 知事は、第23条の規定による届出があつた場合において、届出に係る行為が大規 
 模建築物等景観基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な指 
 導又は助言をすることができる。 
     一部改正〔平成５年条例16号・16年53号〕 
 （勧告及び公表） 
第25条の２ 知事は、前条の届出に係る行為が大規模建築物等と地域の景観との調和が特 
 に図られるべき地域として規則で定める地域（以下「指定地域」という。）内における 
 行為である場合において、当該届出をした者が正当な理由なく同条の指導に従わないと 
 きは、当該者に対し、当該行為の内容を大規模建築物等景観基準に適合させるために必 
 要な措置をとるべきことを勧告することができる。 
２ 知事は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を 
 聴くものとする。 
３ 知事は、第１項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を 
 公表することができる。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （大規模建築物等に係る要請） 
第26条 知事は、景観形成地区又は風景形成地域以外の地域内において、大規模建築物等 
 が大規模建築物等景観基準に著しく適合しないと認めるときは、当該大規模建築物等の 
 所有者等に対し、必要な要請をすることができる。 
２ 知事は、前項の規定により要請をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を 
 聴くものとする。 
     一部改正〔平成５年条例16号・16年53号〕 
 （国等に関する特例） 
第27条 第14条の規定は、景観形成地区又は風景形成地域以外の地域内において、国等が 
 行う第23条各号に掲げる行為について準用する。 
     一部改正〔平成５年条例16号〕 
   第５章 住民の参画と協働による景観の形成等 
     全部改正〔平成16年条例53号〕 
 （景観形成等住民協定の認定等） 
第28条 土地又は建築物等の所有者等は、当該土地又は建築物等の存する地域内において 
 一定の区域を定め、互いに当該区域の景観の形成等に関する協定を締結し、規則で定め 
 るところにより、知事に認定を申請することができる。 
２ 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、当該協定が、規則で定める要 
 件に該当すると認めるときは、当該協定を景観形成等住民協定として認定するものとす 
 る。 
３ 知事は、前項の規定による認定をしたときは、その旨を公告するものとする。 
     追加〔平成５年条例16号〕、一部改正〔平成16年条例53号〕 
 （景観形成等住民協定に係る支援） 
第29条 県は、前条第２項に規定による認定を受けた景観形成等住民協定（以下「景観形 
 成等住民協定」という。）に基づく景観の形成等に関する活動について、技術的な支援 
 等を行うものとする。 
     追加〔平成５年条例16号〕、一部改正〔平成16年条例53号〕 
 （景観形成等協議会） 
第29条の２ 景観形成等住民協定の当事者は、全員で、規約を定め、次に掲げる事項を協 
 議するための団体（以下「景観形成等協議会」という。）を設置することができる。 
 (１) 景観形成等住民協定の改定に関すること。 
 (２) 景観形成等住民協定に基づく当該地域内における景観の形成等に関する活動に関 
  すること。 
 (３) 前号の景観の形成等に関する活動の評価に関すること。 
２ 知事は、景観形成地区（景観形成地区に指定しようとする区域を含む。以下この項に 
 おいて同じ。）内において、景観形成等協議会により、適宜、景観形成等住民協定の適 
 切な見直しが行われ、かつ、景観形成等住民協定に基づく景観の形成等に関する活動が 
 効果的に実施されていると認めるときは、当該景観形成地区に係る景観形成基準の決定 
 又は変更に際して、当該景観形成等住民協定の内容を当該景観形成基準に反映させるよ 
 う努めるものとする。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （景観形成等推進員） 
第29条の３ 景観の形成等に関する知識又は技術を有する者で規則で定める要件に該当す 
 るものは、規則で定めるところにより、景観形成等推進員として、知事の登録を受ける 
 ことができる。 
２ 前項の規定により、景観形成等推進員の登録を受けた者は、県若しくは市町が実施す 
 る景観の形成等に関する施策に協力し、又は県民若しくは事業者による景観の形成等に 
 関する活動を支援しなければならない。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
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 （事業者と知事との景観の形成等に関する協定） 
第29条の４ 知事は、地域の景観に及ぼす影響が大きい事業活動を行う事業者との間で、 
 その事業活動を行う区域及びその周辺地域に係る景観の形成等に関する協定を締結する 
 ことができる。 
２ 知事から前項の規定による協定の締結を求められた事業者は、これに応ずるよう努め 
 なければならない。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （景観形成等住民活動に対する支援施策） 
第29条の５ 県は、第28条から前条までに規定するもののほか、住民の参画と協働による 
 景観の形成等に関する活動を支援するための施策を講ずるものとする。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
   第５章の２ 公共施設景観指針 
     追加〔平成16年条例53号〕 
第29条の６ 知事は、県が設置し、又は管理する公共の用に供する施設（以下「公共施設」 
 という。）について、公共施設景観指針を定めるものとする。 
２ 県は、公共施設を設置し、又は管理する場合においては、公共施設景観指針に従い、 
 公共施設に係る景観の形成及び公共施設とその周辺地域の景観との調和を図るものとす 
 る。 
３ 知事は、国等が設置し、又は管理する公共施設について、公共施設景観指針に準じて、 
 公共施設に係る景観の形成及び公共施設とその周辺地域の景観との調和を図るよう要請 
 するものとする。 
４ 第８条第６項の規定は、公共施設景観指針の決定及び変更について準用する。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
   第６章 雑則 
     一部改正〔平成５年条例16号〕 
 （地区計画等の制度の活用） 
第30条 県及び市町は、景観の形成を図るため、この条例に定めるもののほか、都市計画 
 法（昭和43年法律第100号）第12条の４第１項に規定する地区計画、防災街区整備地区 
 計画、沿道地区計画及び集落地区計画、同法第８条第１項に規定する景観地区、風致地 
 区及び伝統的建造物群保存地区並びに景観法第８条第１項に規定する景観計画（以下「 
 地区計画等」という。）の制度の活用を図るよう努めるものとする。 
     一部改正〔平成５年条例16号・16年53号〕 
 （条例の適用除外） 
第31条 地区計画等の区域については、第２章、第３章及び第４章の規定は、適用しない。 
２ 大規模建築物等と地域の景観との調和に関する条例を制定している規則で定める市町 
 の区域における第４章の規定の適用については、規則で定める。 
３ 神戸市又は姫路市の区域に存する沿道景観形成地区内における第10条第３項第１号に 
 掲げる行為については、同項の規定による届出を要しない。 
     一部改正〔平成５年条例16号・16年53号〕 
 （補則） 
第32条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。 
     一部改正〔平成５年条例16号〕 
   第７章 罰則 
     追加〔平成16年条例53号〕 
 （罰則） 
第33条 第21条の６第１項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
第34条 第21条の９第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同 
 項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、 
 若しくは虚偽の陳述をした者は、20万円以下の罰金に処する。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
第35条 第10条第１項から第３項まで、第17条、第21条の７、第21条の12又は第23条の規 
 定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、５万円以下の罰金に処する。 
     追加〔平成16年条例53号〕、一部改正〔平成16年条例53号〕 
 （両罰規定） 
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 
 又は人の業務に関して前３条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 
 又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。 
     追加〔平成16年条例53号〕 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、昭和60年４月１日から施行する。ただし、第６条から第９条まで、第11 
 条から第14条まで及び第16条第２項並びに附則第２項の規定は、公布の日から起算して 
 １年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。（昭和61年３月規則第17 
 号で、同61年３月25日から施行） 
 （経過措置） 
２ 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に都市景観の形成及び大規模建築物等と地 
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 域の景観との調和に関する条例を制定している市町の区域における第２章及び第３章の 
 規定の適用については、第16条第２項の規定によるほか、規則で特別の定めをすること 
 ができる。 
 （附属機関設置条例の一部改正） 
３ 附属機関設置条例（昭和36年兵庫県条例第20号）の一部を次のように改正する。第１ 
 条の表公告物審議会の項の次に次のように加える。

 
 （委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 
４ 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和35年兵庫県条例第24号）の一 
 部を次のように改正する。 
  第１条第70号の次に次の１号を加える。 
  (70)の２ 都市景観形成審議会 
  別表第１公告物審議会の項の次に次のように加える。

 
  別表第２広告物審議会の委員の項の次に次のように加える。

 
 （屋外広告物条例の一部改正） 
５ 屋外広告物条例（昭和37年兵庫県条例第30号）の一部を次のように改正する。 
  第２条第１項中第10号を第11号とし、第２号から第９号までを１号ずつ繰り下げ、同 
 項第１号の次に次の１号を加える 
 (２) 都市景観の形成等に関する条例（昭和60年兵庫県条例第17号）第４条第１項及び 
  第３項の規定により指定された都市景観形成地区 
  第４条第１項第２号中「第１号及び第２号」を「第１号から第３号まで」に改め、同 
 項第３号中「第７号から第10号まで」を「第８号から第11号まで」に改める。 
   附 則（平成元年４月１日条例第22号抄） 
 （施行期日） 
１ この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日か 
 ら施行する。（後略）（平成２年３月規則第13号で、同２年３月31日から施行） 
 （経過措置） 
２ この条例の施行の際現に工事に着手している開発行為については、この条例の規定は、 
 適用しない。 
   附 則（平成５年３月29日条例第16号抄） 
 （施行期日） 
１ この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日か 
 ら施行する。ただし、附則第５項、附則第６項及び附則第８項の規定は、平成５年４月 
 １日から施行する。（平成５年９月規則第73号で、同５年10月１日から施行） 
 （経過措置等） 
２ この条例の施行の際現に改正後の景観の形成等に関する条例（以下「改正後の条例」 
 という。）第２条第１号に規定する景観の形成及び同条第４号に規定する大規模建築物 
 等と地域の景観との調和に関する条例を制定している市町の区域における改正後の条例 
 第２章から第４章までの規定の適用については、改正後の条例第31条第２項の規定によ 
 るほか、規則で特別の定めをすることができる。 
３ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の都市景観の形成等に関 
 する条例（以下「改正前の条例」という。）第４条第１項又は第３項の規定により指定 
 された都市景観形成地区にあっては改正後の条例第８条第１項又は第３項の規定により 
 指定された景観形成地区と、改正前の条例第５条第１項の規定により定められた都市景 
 観形成基準にあっては改正後の条例第９条第１項の規定により定められた景観形成基準 
 とみなす。 
４ 施行日前に改正前の条例の規定によりなされた要請、届出その他の手続は、この条例 
 の相当規定によりなされた手続とみなす。 
５ 改正後の条例第７条第１項の規定による景観形成等基本方針の決定及び改正後の条例 
 第22条第１項の規定による大規模建築物等指導基準の決定については、知事は、この条 
 例の施行前においても附則第６項の規定による改正後の附属機関設置条例（昭和36年兵 
 庫県条例第20号）第１条第１項に規定する景観形成審議会の意見を聴くことができる。 
   附 則（平成16年10月８日条例第53号） 
 （施行期日） 
１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当 
 該各号に定める日から施行する。 
 (１) 第１条の規定（次号及び第３号に掲げる規定を除く。次項において同じ。） 平 
  成17年１月１日 

都市景観形成審議 
会  

都市景観の形成等に関する条例（昭和60年兵庫県条例第17号）に 
よる都市景観の形成等に関する重要事項の調査審議に関する事務 
及び風致地区内における建築等の規制に関する条例（昭和45年兵 
庫県条例第30号）による風致地区内の建築等に関する重要事項の 
調査審議に関する事務  

都市景観形成審議 
会  

会長 
委員  

日額 
日額  

      11,000円 
      9,000円  

都市景観形成審議 
会の委員  

職員旅費条例中２等級の職務にある者相当額  
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 (２) 第１条中景観の形成等に関する条例第30条の改正規定（「美観地区」を「景観地 
  区」に改める部分を除く。） 景観法（平成16年法律第110号）の施行の日〔平成16 
  年12月政令第397号で、同16年12月17日から施行〕 
 (３) 第１条中景観の形成等に関する条例第30条の改正規定（「美観地区」を「景観地 
  区」に改める部分に限る。） 景観法附則ただし書に規定する日〔平成17年５月政令 
  第181号で、同17年６月１日から施行〕 
 （経過措置） 
２ 第１条の規定による改正後の景観の形成等に関する条例第21条の２第２項及び第４項 
 並びに第21条の４第３項の規定による手続は、第１条の規定の施行前においてもするこ 
 とができる。 
３ 第２条の規定の施行の日（以下「施行日」という。）前に同条の規定による改正前の 
 景観の形成等に関する条例（以下「改正前の条例」という。）第８条第１項又は第３項 
 の規定により指定された景観形成地区は、別に定めるところにより、第２条の規定によ 
 る改正後の景観の形成等に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第８条第１項 
 又は第３項の規定により同条第１項第１号に掲げる歴史的景観形成地区又は同項第２号 
 に掲げる住宅街等景観形成地区として指定された景観形成地区とみなす。 
４ 改正前の条例第９条第１項の規定により定められた景観形成基準は、改正後の条例第 
 ９条第１項の規定により定められた景観形成基準とみなす。 
５ 施行日前に改正前の条例の規定によりなされた要請、届出その他の手続は、改正後の 
 条例の相当規定によりなされた手続とみなす。 
６ 改正後の条例第８条第２項、第４項から第７項まで及び第９項、第９条第３項、第21 
 条の10第２項並びに第29条の６第４項の規定による手続は、第２条の規定の施行前にお 
 いてもすることができる。 

26 / 26


